
番外回オンライン自主研修 感想・意見 

① 過度の飲酒によって

引き起こされる症状とし

て、一般的に｢アルコール

依存症｣があるが、最近で

は、｢アルコール使用障

害｣という言葉を診断名と

して使っていることを学

んだ。 

更生保護との関連で

は、｢老年期の生きづら

さ｣がよく似た状況にあ

る。現代社会のもともと

の「生きづらさ」に配偶

者の死別等の｢老年期の喪

失｣が加わり、「生きづら

さ」が増す。そのような

中では、更生保護でも重

要視される「生きがい」

と「役割」が必要になっ

て来る。まさに、「居場

所」と「出番」に繋がっ

てくる。 

 

②「高齢者とアルコール

関連問題」を視聴して次

のことを学びました。 

まず「アルコール使用

障害とは、まずは率直に

話し合える関係を」この

ことは、アルコール使用

障害に関わらず、保護司

の基本であると再認識し

ました。 

次に、高齢者は 

・自らの存在意義・目

的、人生の意味が揺らぐ危機的状況 

・退職などに伴う社会的および家庭内の立場の変化 

・本人の認知機能低下による周囲の態度の変化 

のため、高齢アルコールの断酒や治療継続への動機づけには「生きがい」が必要である。 

と説明され、高齢者である私にとって「保護司」になったことが幸いしていることを再認識しました。 

とかくサラリーマン退職後の「居場所・出番」として地域活動を始める方がおられるが、その場には

「地縁」「仲間」「慣習」があり新規参入の壁が高い、出番がないことが多い。 

しかし「保護司」は新任・再任・定年制度、定例研修制度があり、ある種「平等・機会均等」的な場

であると思います。また、内容も「十人十色の処遇」「国の施策」で変化があります。定年後の備えで

ある「保険、貯蓄」そして「居場所・出番」として、みなさんが成熟期後半に新任保護司候補者に名乗

り出ることを期待しています。 


